
令和３年度
全国労働衛生週間
実施要綱

大津・彦根・東近江労働基準監督署



令和３年度 全国労働衛生週間実施要綱

（１）全国労働衛生週間中（10月1日～7日）に実施する事項

（２）準備期間中（9月1日～30日）に実施する事項

実施者（各事業場）の実施事項



令和３年度 全国労働衛生週間実施要綱
（１）全国労働衛生週間及び準備期間中に実施する事項（しおりp3）

事業者等による
職場巡視

労働衛生旗
スローガン

優良職場・功績者等
への表彰

緊急時を想定した
実地訓練

意識高揚のための
行事の実施



令和３年度 全国労働衛生週間実施要綱
（１）全国衛生週間及び準備期間中に実施する事項（しおりp3）

労働衛生旗
スローガン

優良職場・功績者等
への表彰

意識高揚のための
行事の実施

１【意識高揚】
労働衛生に対する
意識を高揚させること



令和３年度 全国労働衛生週間実施要綱
（１）全国衛生週間及び準備期間中に実施する事項（しおりp3）

事業者等による
職場巡視

緊急時を想定した
実地訓練２【振り返り】

日頃の衛生管理活動を
見つめ直すこと



令和３年度 全国労働衛生週間実施要綱

重点事項

労働衛生３管理
の推進等

作業の特性
に応じた事項

（２）準備期間中に実施する事項（しおりp3）

重点的に対策に取り組んでいただく
必要がある分野

労働衛生管理の視点・手法に着目し
た措置方法

特定の作業について、労働衛生面の
対策

これから説明させていただく事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行ってください。

東日本大震災関係 原発作業・除染等
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重点事項

（２）準備期間中に実施する事項

過重労働(p97)

メンタルヘルス対策
(p78)

新型コロナウイルス

高年齢労働者(p93)

化学物質(p107) 腰痛(p162)

石綿(p128)

受動喫煙(p99)

治療と仕事の両立
(p356)

熱中症予防(p167)

テレワーク(p263)

重点的に対策に取り組んでいただく必要がある分野
(ページ数)は労働衛生のしおりにおける主な該当ページです



令和３年度 全国労働衛生週間実施要綱

労働衛生３管理
の推進等（１）

（２）準備期間中に実施する事項

作業環境中の有害因子の状態を把握し、できるかぎり
良好な状態で管理する

作業環境管理

環境を汚染させないような作業方法や、有害要因のば
く露や作業負荷を軽減するような作業方法を定めて、
それが適切に実施されるよう管理する

作業管理

健康管理 労働者の健康の状態をチェックし、健康の異常を早期
に発見する等する

労
働
衛
生
の

３
管
理



令和３年度 全国労働衛生週間実施要綱

労働衛生３管理
の推進等（２）

（２）準備期間中に実施する事項

体制確立
活動活性化

教育

計画・衛生管理者等・衛生委員会・リスクアセスメン
ト・現場管理者・衛生管理規程

労
働
衛
生
の
５
管
理
と

す
る
こ
と
も
あ
る

雇入れ時教育・特別教育・体制中核者への能力向上教
育

作業環境管理 作業管理 健康管理

労働衛生の３管理



令和３年度 全国労働衛生週間実施要綱

労働衛生３管理
の推進等（３）

（２）準備期間中に実施する事項

心とからだの健康づくり 快適な職場形成

副業・兼業労働者 感染症への理解・取組
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作業の特性
に応じた事項

（２）準備期間中に実施する事項（しおりp16）

粉じん障害防止対策

電離放射線障害防止対策 騒音障害防止対策

振動障害防止 情報機器作業

酸素欠乏症防止 一酸化炭素中毒防止



令和３年度 全国労働衛生週間実施要綱
メンタルヘルス対策 しおりp78～

衛生委員会等での調査審議

「心の健康づくり計画」策定

手法（４つのケア） 段階別の予防

（
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事
業
場
外
部
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源

に
よ
る
ケ
ア

一次予防

教育

二次予防

三次予防

メンタルヘルスが不調と思われる従業員の把握

メンタルヘルスの不調により従業員が休業

日常的な健康管理活動

ストレスチェック・職場環境の改善

メンタルヘルス不調への対応

職場復帰支援・再発防止
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メンタルヘルス対策 しおりp78～

衛生委員会等での調査審議

「心の健康づくり計画」策定

手法（４つのケア） 段階別の予防

教育

●衛生委員会等で事業場におけるメンタルヘルス上の問題点、取組む
べき内容につき、十分に調査審議が行われていますか︖

●取り組みを継続的かつ計画的に行うために、必要な事項が盛り込ま
れた体系的な計画が策定されていますか︖

●「心の健康づくり計画」に基づいた取り組みが行われているか︖
●特に管理監督者によるラインケアとして、必要な気付き・相談対応
等が適切に行われていますか︖

●「心の健康づくり計画」に基づき、各段階に応じた適切な対応が行
われていますか︖

●「心の健康づくり計画」に基づき、労働者、管理監督者、産業保健
スタッフ等への教育研修・情報提供を行っていますか︖



ご清聴ありがとうございました


